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行政手続法を学ぶ
重要性について

三重県地方自治研究センター　主任研究員 小林　剛志

　

２
０
２
０
年
12
月
１
日
、
三
重
県
地
方

自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
の
開
催
す
る
連
続
セ

ミ
ナ
ー
の
第
１
回
と
し
て
、
中
央
大
学
法

学
部
教
授　

礒
崎
初
仁
氏
を
お
招
き
し
、

「
地
方
分
権
改
革
20
年
と
『
立
法
分
権
』

の
可
能
性

－
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
経
験
を

踏
ま
え
て

－
」
と
題
し
て
、
地
方
分
権
改

革
の
経
過
や
課
題
、
今
後
の
地
方
自
治
体

運
営
に
必
要
と
さ
れ
る
立
法
分
権
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
か
ら
見
え
る
国
と

地
方
自
治
体
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
ご
講

演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

講
演
で
は
、
今
後
の
自
治
体
政
策
に
お

け
る
重
要
な
考
え
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
、
自
治
体
活
動
に
お
け
る
行
政
法
の
重

要
性
を
改
め
て
実
感
致
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
法
的
思
考
や
法
解
釈
に
つ
い
て
体
系

的
に
学
ぶ
機
会
は
少
な
い
と
い
う
の
が
自

治
体
職
員
の
現
状
で
す
。
私
自
身
、
法
学

部
出
身
で
は
な
く
、
行
政
法
の
学
習
方
法

や
行
政
法
の
業
務
へ
の
反
映
に
つ
い
て
良

い
方
法
が
わ
か
ら
ず
悩
ん
で
参
り
ま
し
た

が
、
同
じ
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
職
員
は

多
い
と
感
じ
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
行
政
法
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
一
例
と
し
て
、
ま
ず
行
政
手
続
法
に
つ

い
て
学
ぶ
重
要
性
を
考
え
、
そ
し
て
政
策

形
成
や
事
務
執
行
へ
繋
げ
て
い
く
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

行
政
手
続
法
の
目
的
は
、第
１
条
に「
こ

の
法
律
は
、
処
分
、
行
政
指
導
及
び
届
出

に
関
す
る
手
続
並
び
に
命
令
等
を
定
め
る

手
続
に
関
し
、
共
通
す
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
運
営
に
お
け
る
公

正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
を
図
り
、も
っ

て
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
行
政
活
動
を
行
う
場
合
の
進
め
方
に

つ
い
て
一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
法
令
を

手
続
法
と
呼
び
ま
す
。
対
し
て
、
行
政
活

動
を
行
う
に
あ
た
り
、
発
動
の
要
件
や
効

果
を
定
め
た
法
令
を
実
体
法
と
呼
び
ま
す
。

　

行
政
手
続
法
を
理
解
す
る
に
は
条
文
や

基
本
書
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
本

稿
で
は
、
ま
ず
概
要
を
つ
か
む
こ
と
を
重

視
し
、
普
遍
化
し
て
い
る
適
正
な
手
続
の

４
原
則
（
告
知
・
聴
聞
、
文
書
閲
覧
、
理

由
付
記
、
処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
）
に

つ
い
て
、
塩
野
宏
氏
の
著
書
か
ら
引
用
し

ま
す
。

①
告
知
・
聴
聞
と
は
、
行
政
処
分
を
す
る

前
に
、
相
手
方
に
処
分
内
容
お
よ
び
理

由
を
知
ら
せ
、
そ
の
言
い
分
を
徴
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
処
分
の
適
法
性
、
妥

当
性
を
担
保
し
、
公
権
力
の
侵
害
か
ら

国
民
の
権
利
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

②
文
書
閲
覧
と
は
、
聴
聞
に
際
し
て
処
分

の
相
手
方
が
当
該
事
案
に
関
し
行
政
側

の
文
書
等
の
記
録
を
閲
覧
す
る
こ
と
を

い
う
。

③
理
由
付
記
と
は
、
行
政
処
分
を
す
る
に

際
し
て
、
そ
の
理
由
を
処
分
書
に
付
記

し
て
相
手
方
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
い
う

（
口
頭
で
理
由
を
述
べ
る
場
合
も
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
含
め
る
と
、
理
由
の
提

示
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。

④
処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
と
は
、
申
請

に
基
づ
く
処
分
で
あ
れ
、
不
利
益
処
分

で
あ
れ
、
行
政
庁
が
処
分
を
す
る
際
に

よ
る
べ
き
基
準
を
設
定
し
、
こ
れ
を
事

前
に
公
表
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

塩
野
宏（
２
０
１
３
）『
行
政
法
Ⅰ﹇
第
五
版
補
訂
版
﹈

行
政
法
総
論
』
有
斐
閣　

①
２
７
０
頁
、
②
２
７
０

頁

－

２
７
１
頁
、
③
２
７
１
頁
、
④
２
７
２
頁

　

こ
の
４
原
則
に
つ
い
て
、
①
告
知
・
聴

聞
は
第
15
条
〜
第
28
条
、
②
文
書
閲
覧
は

第
18
条
、
③
理
由
付
記
は
第
８
条
と
第
14

条
、
④
処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
は
第
５

条
と
第
12
条
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続

法
に
代
わ
り
、
行
政
手
続
条
例
が
制
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
行
政
手
続
法
の
趣
旨
に

沿
っ
て
定
め
ら
れ
た
行
政
手
続
条
例
に
つ

い
て
、
礒
崎
氏
は
「
こ
れ
ら
は
、
法
治
主

義
の
原
則
か
ら
法
の
執
行
に
広
く
適
用
さ

れ
る
最
低
限
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
政
策

実
現
を
重
視
す
る
政
策
法
務
１
に
お
い
て

も
、
こ
の
ル
ー
ル
を
遵
守
し
住
民
等
の
信
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頼
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。」（
礒

崎
、
２
０
１
８
、２
７
３
頁
）
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
地
方
自
治
体
職
員
が
行
政

活
動
を
行
う
と
き
、
行
政
手
続
法
・
行
政

手
続
条
例
の
遵
守
は
前
提
で
あ
る
と
同
時

に
、
政
策
推
進
の
面
で
も
重
要
な
点
を
お

さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

行
政
活
動
を
行
う
に
あ
た
り
、
ど
の
活

動
に
行
政
手
続
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
を

理
解
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
す
。
一
つ

一
つ
の
事
案
に
つ
い
て
個
別
に
考
え
る
こ

と
は
必
要
２
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
整
理

し
て
お
く
こ
と
は
理
解
に
役
立
ち
ま
す
。

図
１
に
、
行
政
活
動
を
分
類
し
た
表
を
示

し
ま
す
。
行
政
活
動
の
分
類
は
、
様
々
な

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
大
橋
洋

一
氏
の
著
書
を
参
考
と
し
ま
す
。

　

行
政
活
動
に
は
、
不
特
定
多
数
の
市
民

を
想
定
し
て
、
行
政
活
動
の
準
則
を
定
め

る
「
準
則
策
定
活
動
（
行
政
準
則
）」
と

個
別
の
市
民
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る

「
個
別
執
行
活
動
」
の
２
種
類
に
ま
ず
分

類
で
き
ま
す
。
準
則
策
定
活
動
は
行
政
基

準
３
、
行
政
計
画
が
含
ま
れ
、
個
別
執
行

活
動
に
は
行
政
行
為
、
行
政
契
約
、
行
政

指
導
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
行
政

行
為
や
行
政
契
約
は
法
的
効
力
を
持
つ
行

為
で
、
行
政
指
導
は
法
的
効
力
を
持
た
な

い
事
実
行
為
に
な
り
ま
す
。

　

行
政
行
為
に
つ
い
て
は
少
し
補
足
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
行
政
行
為
は
、
大
き

く
２
つ
に
分
類
で
き
ま
す
。
１
つ
は
、
行

政
機
関
が
職
権
で
市
民
に
対
し
て
不
利
益

な
内
容
を
課
す
「
不
利
益
処
分
」
で
す
。

も
う
１
つ
は
、
法
令
に
基
づ
く
市
民
の
申

請
に
対
し
て
、
行
政
機
関
が
応
答
と
し
て

下
す
「
申
請
処
理
処
分
」
で
す
。
そ
し
て
、

行
政
行
為
と
は
、「
法
令
に
基
づ
き
、
個

別
の
事
例
で
、
市
民
の
活
動
の
自
由
を
規

制
す
る
義
務
の
賦
課
、
及
び
、
具
体
的
権

利
の
創
設
・
変
更
・
取
消
し
を
内
容
と
し

た
、
行
政
庁
に
よ
る
一
方
的
認
定
行
為
」

（
大
橋
、
２
０
１
９
、１
６
７
頁
）
と
定
義

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
行
政
活
動
の

分
類
は
、
そ
の
法
的
性
質
を
捉
え
る
た
め

に
有
用
で
す
。

　

図
２
は
、
手
続
規
範
の
整
備
状
況
を
表

に
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
各
行

政
活
動
を
行
政
手
続
法
に
照
ら
し
合
わ
せ

る
こ
と
は
、
個
々
の
事
務
に
必
要
な
手
続

を
お
お
ま
か
に
知
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
事
案
に
つ
き
都
度
個

別
法
の
確
認
が
必
要
で
す
。
次
に
、
こ
の

表
を
見
て
、
行
政
活
動
の
一
部
分
で
あ
る

行
政
契
約
や
行
政
計
画
に
関
し
て
は
一
般

的
な
手
続
法
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
行
政
行
為

や
行
政
指
導
、
行
政
基
準
に
お
い
て
も
、

行
政
手
続
法
・
行
政
手
続
条
例
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
含
ま
れ
て
い
な
い
領
域
が
あ

る
点
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

　

行
政
手
続
条
例
に
含
ま
れ
て
い
な
い
領

域
に
つ
い
て
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
行

政
手
続
法
と
三
重
県
内
29
市
町
の
行
政
手

続
条
例
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
意
見
公
募

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
手
続
等
の
条

項
が
条
例
に
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
気

づ
く
と
思
い
ま
す
。
四
日
市
市
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
手
続
条
例
の
よ
う
に
意
見
公

募
手
続
を
別
の
条
例
と
し
て
制
定
し
た
市

も
あ
り
図
３
（
次
ペ
ー
ジ
）
に
示
し
ま
す
。

手
続
方
法
や
対
象
が
明
快
で
あ
り
、
参
考

に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

四
日
市
市
の
よ
う
に
条
例
制
定
し
た
自

治
体
は
、
全
国
的
に
は
ま
だ
少
数
派
で
す

が
、
要
綱
や
指
針
、
規
則
に
よ
っ
て
意
見

公
募
手
続
を
実
施
し
て
い
る
市
町
は
多
く

な
っ
て
き
て
お
り
、
２
０
１
８
年
に
公
表

さ
れ
た
意
見
公
募
手
続
制
度
の
制
定
状
況

に
関
す
る
調
査
結
果
（
総
務
省
）
で
は
、

三
重
県
内
29
市
町
中
17
市
町
が
実
施
済
み

で
す
。
し
か
し
、
全
て
の
行
政
活
動
に
お

い
て
も
、
ど
の
条
例
づ
く
り
に
対
し
て
も

意
見
公
募
手
続
が
適
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

図
４
（
次
ペ
ー
ジ
）
は
礒
崎
氏
の
著
書

に
あ
る
住
民
参
加
方
法
を
比
較
し
一
覧
に

し
た
表
で
す
。
意
見
公
募
は
手
続
と
し
て

の
保
障
と
同
時
に
住
民
の
合
意
形
成
と
い

う
面
が
重
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ

ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
選
択
す
る
必

要
が
あ
り
、
合
意
形
成
を
妨
げ
る
対
立
の

本
質
を
見
極
め
、
適
合
し
た
対
応
が
求
め

ら
れ
る
と
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

行
政
手
続
条
例
と
意
見
公
募
の
事
例
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
国
に
よ
る
法
制
化
の

動
向
の
見
定
め
と
、
自
治
体
ご
と
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
方
法
の
検
討
は
、
全
国
の
地
方
自

図２　国のレベルにおける手続規範の整備状況
行為形式 手続規制 根拠

行政行為 不利益処分 行政手続法 12 条以下
申請処理処分 行政手続法 5条以下

行政契約 一般的手続法は今後の課題
行政指導 行政手続法 32 条以下
行政基準 意見公募手続制度 行政手続法 39 条以下

行政計画

一般的手続法は今後の課題
環境アセスメント制度 環境影響評価法
都市計画理由付記制度 都市計画法 17 条 1 項
都市計画提案制度 都市計画法 21 条の２以下
情報公開制度 行政機関情報公開法
河川整備計画 河川法 16 条の２

（出典）大橋洋一（2019）『行政法Ⅰ現代行政過程論［第４版］』有斐閣　119頁

図１　行政活動の分類

行政活動 準則策定活動
（行政準則）

行政基準

行政計画

個別執行活動 行政行為 不利益処分

申請処理処分

行政契約

行政指導
（出典） 大橋洋一（2019）『行政法Ⅰ現代行政過程論［第４版］』有斐閣

115頁、122頁、162頁を参考に作成
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治
体
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
課
題
で
す
。

そ
し
て
、
地
域
に
お
け
る
個
別
の
課
題
に

つ
い
て
も
、
実
体
法
と
手
続
法
の
両
面
か

ら
捉
え
、
既
存
の
法
令
で
不
十
分
な
と
こ

ろ
を
条
例
で
補
う
こ
と
の
可
否
と
要
否
に

つ
い
て
、
他
の
方
法
と
併
せ
て
検
討
・
議

論
・
実
践
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
、
今
日
、
政
策
法
務
の
重
要
性
が
指
摘

さ
れ
る
一
つ
の
背
景
で
す
。

　

３
章
に
お
い
て
、
行
政
契
約
や
行
政
計

画
に
つ
い
て
一
般
的
手
続
法
が
存
在
し
な

い
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
公
契
約
条
例
や

自
治
基
本
条
例
、
総
合
計
画
条
例
、
意
見

公
募
手
続
条
例
な
ど
条
例
を
制
定
し
て
い

る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
政
策

法
務
の
一
例
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
し
、
各
自
治
体
が
そ
れ
を

制
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実

状
や
民
意
の
反
映
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

自
治
体
に
お
け
る
法
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

度
合
い
や
在
り
方
が
重
要
で
あ
り
、
た
だ

制
定
さ
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
条
例
制
定
や
制
定
後

の
コ
ス
ト
は
決
し
て
低
く
な
く
、
そ
れ
は

制
定
前
に
把
握
す
べ
き
も
の
で
す
。

　

政
策
法
務
と
は
、
独
自
条
例
を
考
え
、

制
定
す
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

全
国
の
地
方
自
治
体
の
政
策
法
務
推
進
の

取
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

　

千
葉
県
で
は
政
策
法
務
課
が
あ
り
、
条

例
立
案
の
支
援
や
各
課
か
ら
随
時
受
け
る

法
律
相
談
に
加
え
、
全
庁
的
な
政
策
法
務

能
力
向
上
の
た
め
に
研
修
な
ど
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
部
局
横
断
的
な
検

討
と
調
整
の
た
め
に
政
策
法
務
委
員
会
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
委
員
会
で
は
、
政

策
法
務
重
要
案
件
の
指
定
、
政
策
法
務
重

要
案
件
に
係
る
各
機
関
の
総
合
的
な
調
整

及
び
政
策
法
務
重
要
案
件
の
検
討
又
は
評

価
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
他
、
政
策

法
務
課
は
、
政
策
法
務
を
全
庁
に
知
ら
せ

て
い
く
た
め
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
定
期

的
に
発
行
し
て
い
ま
す
、
同
ニ
ュ
ー
ス
レ

タ
ー
に
お
い
て
、
政
策
法
務
研
修
を
受
講

さ
れ
た
方
の
感
想
と
し
て
「
こ
れ
ま
で

は
、
政
策
法
務
課
に
聞
け
ば
、
答
え
を
出

し
て
く
る
も
の
だ
と
。
本
当
は
、
職
員
一

人
一
人
が
考
え
な
い
と
い
け
な
い
も
の
な

ん
で
す
ね
。」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
町
の
例
で
は
、
流
山
市
に
お
い
て
政

策
法
務
推
進
計
画
を
策
定
し
、
政
策
法
務

を
「
法
を
つ
く
る
」「
つ
く
ら
れ
た
法
を

執
行
す
る
」「
執
行
活
動
に
対
し
て
提
起

さ
れ
た
訴
訟
等
に
対
応
し
、
及
び
法
の
在

り
方
を
点
検
・
評
価
す
る
」
と
い
う
３
つ

の
段
階
に
お
い
て
、
法
を
政
策
実
現
の
た

め
の
道
具
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
と
捉

え
、
そ
の
実
現
を
図
っ
て
い
ま
す
。
計
画

に
お
け
る
具
体
的
な
柱
と
し
て
、
１
．
人

材
の
育
成
（
研
修
の
実
施
等
）
２
．
組
織

の
充
実
（
政
策
法
務
主
任
の
設
置
等
）
３
．

環
境
の
整
備
（
法
令
・
判
例
の
解
説
等
の

入
手
を
容
易
に
す
る
こ
と
）
４
．
予
防
法

務
の
実
施
（
行
政
リ
ー
ガ
ル
ド
ッ
ク
事
業

等
）
を
定
め
、施
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

東
海
圏
で
は
、
豊
田
市
の
事
例
を
紹
介

し
ま
す
。
豊
田
市
は
、
第
２
次
豊
田
市
政

策
法
務
推
進
計
画
に
よ
り
、
政
策
目
標
を

「
市
民
志
向
・
地
域
志
向
を
貫
く
自
立
し

た
自
治
体
経
営
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策

法
務
の
推
進
」
と
定
め
、重
点
課
題
を
「
職

員
の
政
策
法
務
能
力
の
向
上
」
と
「
執
行

法
務
の
適
正
化
」
と
掲
げ
て
、
第
１
次
計

図３　四日市市パブリックコメント手続条例（一部）

（対象）
第 ３条　実施機関は、次の各号に掲げるものについて、パブリック
コメント手続を実施するものとする。ただし、迅速若しくは緊急
を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続が定められて
いるものは、対象としない。
　⑴　次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
　　ア　 市の基本的な制度を定める条例
　　イ　 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
　　ウ　 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例（金銭徴収

に関する条項を除く。）
　⑵　 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える行政

指導の指針等の制定又は改廃
　⑶　 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野にお

ける施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定
又は改定

　⑷　 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
　⑸　 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の

見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行っ
た結果、条例を改正しないこととする決定

　⑹　 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認める
もの

図４　住民参加方法の比較

方法 メリット デメリット

文書
パブリック・コメント 幅広く意見聴取が可能 きめ細かい意見交換が困難

住民アンケート 多くの住民の意向確認が可能 掘り下げた意見提出が困難

口頭

説明会・意見交換会 情報が得られ、理解しやすい 一面的な情報になりがち

フォーラム等の開催 学びながら意見も伝えられる 掘り下げた意見提出が困難

ワークショップの実施 掘り下げた意見や提案が可能 参加者が限られ負担も大

検討組織の住民公募 掘り下げた意見や提案が可能 参加者が限られ負担も大

（出典）礒崎初仁（2018）『自治体政策法務講義　改訂版』第一法規　256頁
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画
か
ら
引
き
続
き
計
画
的
な
取
組
み
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
豊
田
市
は
政
策
プ
ロ
セ

ス
を
立
法
法
務
・
執
行
法
務
そ
し
て
評
価

訴
訟
法
務
の
３
段
階
の
サ
イ
ク
ル
と
し
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
共
通
基
盤
と
し
て
、
組

織
づ
く
り
や
人
材
育
成
な
ど
の
組
織
法
務

を
政
策
法
務
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
位
置
付

け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
第
１
次
計
画
で
の

課
題
で
あ
る
執
行
法
務
の
適
正
化
に
む
け

て
、
原
課
に
お
け
る
法
的
リ
ス
ク
（
不
適

切
な
事
務
の
執
行
等
）
の
放
置
の
改
善
に

全
庁
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
積
極
的
に
政

策
法
務
を
進
め
て
い
る
組
織
は
、
自
主
条

例
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
ま
ず
法
を
解

釈
・
運
用
す
る
知
識
や
技
術
を
学
ぶ
経
験

を
し
て
い
く
体
制
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る

と
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
訴
訟
や
評
価
の

観
点
か
ら
政
策
法
務
に
つ
い
て
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
も
共
通
し
た
特
徴
だ
と
わ
か

り
ま
す
。
む
し
ろ
、
そ
の
取
組
み
を
で
き

る
だ
け
組
織
に
浸
透
・
定
着
さ
せ
、
個
別

の
行
政
課
題
に
つ
い
て
の
政
策
実
現
に
繋

げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　

最
後
に
、
法
制
執
務
担
当
で
は
な
く
、

事
務
担
当
・
事
業
担
当
が
行
政
法
の
知
識

を
学
ぶ
べ
き
理
由
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。
現
代
で
は
、
行
政
活
動
が
多
様
で
複

雑
化
・
複
合
化
し
て
お
り
、
外
部
へ
の
説

明
や
客
観
的
な
評
価
の
た
め
に
、
政
策
立

案
・
制
度
設
計
当
初
か
ら
法
的
な
観
点
が

よ
り
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

複
雑
化
・
複
合
化
し
た
行
政
活
動
を
表
す

事
例
と
し
て
は
、
指
定
管
理
者
制
度
や
Ｐ

Ｆ
Ｉ
契
約
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
、
自
治

体
独
自
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
、

規
制
的
な
内
容
も
含
む
協
定
の
締
結
、
な

ど
様
々
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た

規
律
密
度
が
高
く
、
多
く
の
分
野
に
ま
た

が
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
法
令
な
ど
、
行

政
活
動
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
各
職
員
が

把
握
し
に
く
い
事
務
も
当
初
か
ら
法
的
な

観
点
か
ら
の
体
制
整
備
が
重
要
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
政
策
立
案
・

制
度
設
計
・
事
務
執
行
・
事
業
実
行
を
行

う
事
業
担
当
や
事
務
担
当
は
行
政
法
を
学

ぶ
必
要
性
が
増
え
て
き
て
い
る
と
考
え
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
自
治
体
内
部
に
お
い

て
の
調
整
や
見
直
し
の
際
も
同
じ
こ
と
が

言
え
ま
す
。
こ
こ
で
、
行
政
に
お
け
る
共

通
言
語
と
し
て
の
行
政
法
を
規
範
・
基
準

と
し
て
そ
の
政
策
の
形
成
・
調
整
を
行
う

こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
行
政
手
続
法
を
導
入
と
し

て
、
政
策
立
案
や
制
度
設
計
す
る
際
に
最

低
限
必
要
な
法
的
手
続
や
、
そ
の
政
策
に

お
け
る
事
業
（
行
政
活
動
）
の
法
的
性
質

を
捉
え
て
い
く
こ
と
の
有
用
性
を
申
し
上

げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

１  

政
策
法
務
の
定
義
を
礒
崎
氏
は
「
法
を
政
策
実

現
の
手
段
と
捉
え
、
政
策
実
現
の
た
め
に
ど

の
よ
う
な
立
法
、
法
執
行
、
訴
訟
評
価
が
求

め
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
理
論
及
び
実
務
に

お
け
る
取
組
み
」（
礒
崎
、
２
０
１
８
、
ｐ
３
）

と
し
て
い
ま
す
。

２  

行
政
手
続
法
第
１
条
第
２
項
に
あ
る
よ
う
に
、

他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

３　

行
政
基
準
を
行
政
立
法
、
行
政
行
為
を
行

政
処
分
と
し
て
い
る
見
解
や
そ
れ
ぞ
れ
が
イ

コ
ー
ル
で
は
な
い
見
解
も
あ
り
ま
す
が
、
本

稿
で
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

出
典

⑴　

礒
崎
初
仁
（
２
０
１
８
）『
自
治
体

政
策
法
務
講
義　

改
訂
版
』
第
一
法
規

⑵　

塩
野
宏（
２
０
１
３
）『
行
政
法
Ⅰ﹇
第

五
版
補
訂
版
﹈
行
政
法
総
論
』
有
斐
閣

⑶　

大
橋
洋
一
（
２
０
１
９
）『
行
政
法

Ⅰ
現
代
行
政
過
程
論
﹇
第
４
版
﹈』
有

斐
閣

⑷　

総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
経
営
支
援

室
『
意
見
公
募
手
続
制
度
の
制
定
状
況

に
関
す
る
調
査
結
果
』
平
成
30
年
３
月

⑸　

千
葉
県
『
千
葉
県
政
策
法
務
委
員
会

設
置
要
綱
』
平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

⑹　

千
葉
県
『
政
策
法
務
委
員
会
に
つ
い

て
（
概
要
）』

　
〈https://w

w
w
.pref.chiba.lg.jp/

seihou/gyoukaku/seisakuhoum
u/

index.htm
l

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
２
０
２

　

１
年
３
月
10
日
）

⑺　

千
葉
県
総
務
部
政
策
法
務
課
政
策
法

務
班
（
２
０
１
９
）『
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー

２
０
１
９
．８
．21　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．16

－

１
』

⑻　

流
山
市
『
流
山
市
政
策
法
務
推
進
計

画
』　

令
和
２
年
４
月

⑼　

豊
田
市
『
第
２
次
豊
田
市
政
策
法
務

推
進
計
画
』

　

２
０
１
９
年
４
月
か
ら
２
年
間
、
亀
山

市
か
ら
の
派
遣
に
て
、
三
重
県
地
方
自
治

研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
を
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

着
任
当
初
を
振
り
返
り
ま
す
と
、「
研

究
活
動
を
進
め
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い

う
あ
せ
り
か
ら
、
全
国
に
お
け
る
先
進
的

な
事
業
や
ト
レ
ン
ド
に
な
る
政
策
を
探
す

と
い
っ
た
行
動
に
走
っ
て
し
ま
い
、
地
方

自
治
や
行
政
活
動
の
本
旨
を
見
失
っ
た
方

向
性
の
活
動
を
求
め
が
ち
で
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
周
り
の
方
か
ら
ご
指
導
を

い
た
だ
き
、
い
か
に
地
方
自
治
体
は
活
動

す
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
に
政
策
を
推
進
す

べ
き
か
と
い
う
観
点
に
立
ち
返
り
、
研
究

を
進
め
て
参
り
ま
し
た
。
退
任
と
な
る
今

は
、
お
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
皆
様
の
ご

指
導
と
ご
協
力
ば
か
り
が
思
い
起
こ
さ
れ

ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

県
内
市
町
職
員
の
皆
様
に
は
、
こ
の
コ

ロ
ナ
禍
に
お
い
て
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ご
協
力
い
た
だ
き
研
究
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。反
省
点
と
し
ま
し
て
、

研
究
を
進
め
て
い
く
際
、
地
方
自
治
実
践

の
場
と
い
う
三
重
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン

タ
ー
の
意
義
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
お
伝

え
で
き
れ
ば
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

三
重
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の

経
験
を
糧
と
し
て
、
４
月
か
ら
改
め
て
初

心
に
帰
り
業
務
に
あ
た
っ
て
参
り
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

退
任
の
ご
挨
拶

第
６
章　

第
６
章　
事
務
担
当
が
行
政
手
続

事
務
担
当
が
行
政
手
続

　
　
　
　

　
　
　
　
法
を
学
ぶ
べ
き
理
由

法
を
学
ぶ
べ
き
理
由


